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固
定
資
産
税・都
市
計
画
税
の
第
２
期
分
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
税
の
第
２
期
分
の
納
期
限
は
７
月
31
日
㈮
で
す

□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

 

令
和
２
年
度
（
２
０
２
０
年
度
）

の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
県
民
税
の
年
税
額
に
変
更
の
あ

っ
た
方
や
新
た
に
課
税
さ
れ
た
方

に
、
納
税
通
知
書
と
納
付
書
（
口
座

振
替
の
方
に
は
通
知
書
の
み
）
を
発

送
し
ま
す
（
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
は
７
月
６
日
㈪
、
市
・
県
民
税

は
７
月
３
日
㈮
）
。
新
た
に
お
送
り

す
る
納
付
書
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

納
期
限
を
過
ぎ
た
納
付
書
や
バ
ー
コ

ー
ド
が
な
い
納
付
書
は
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
は
お
取
り
扱
い

で
き
ま
せ
ん
。

b
市
・
県
民
税
に
つ
い
て…

市
民
税

課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て…

資

産
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
７
・
９

１
４
８

□
市
税
の
納
付
に
は
口
座
振
替
が
便

利
で
す

　
納
期
限
日
に
口
座
振
替
と
な
る
た

め
、
金
融
機
関
で
納
税
す
る
手
間
が

省
け
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
と
預
・
貯
金
通
帳
、

口
座
届
出
印
を
お
持
ち
の
う
え
、
口

座
振
替
利
用
予
定
金
融
機
関
ま
た
は

収
納
課
、
北
部
・
南
部
出
張
所
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

b
収
納
課
（
第
二
庁
舎
３
階
）
☎
９

６
３
＝
９
１
４
１

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
７
月
５
日
㈰
・
19
日
㈰
・
８
月
２

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　
d

b
収
納
課
（
第
二
庁
舎
３
階
）
☎
９

６
３
＝
９
１
４
２

□
家
屋
に
か
か
る
固
定
資
産
税
の
減

額
措
置
に
つ
い
て

　
次
に
該
当
す
る
方
は
、
申
請
に
よ

り
、
固
定
資
産
税
の
減
額
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

〈
住
宅
耐
震
改
修
工
事
〉　
昭
和
57

年
１
月
１
日
に
現
存
し
て
い
た
住
宅

で
、
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
す
る

耐
震
改
修
を
行
っ
た
場
合
、
改
修
家

屋
１
戸
当
た
り
１
２
０
平
方
㍍
相
当

分
ま
で
を
限
度
と
し
て
、
翌
年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
２
分
の
１
（
長
期

優
良
住
宅
に
該
当
す
る
場
合
は
３
分

の
２
）
が
減
額
さ
れ
ま
す　

〈
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
〉　
新

築
さ
れ
た
日
か
ら
10
年
以
上
経
過
し

た
住
宅
で
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
を
行
っ
た
場
合
、
改
修
家
屋
１

戸
当
た
り
１
０
０
平
方
㍍
相
当
分
ま

で
を
限
度
と
し
て
、
翌
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
３
分
の
１
が
減
額
さ
れ

ま
す　

〈
省
エ
ネ
改
修
工
事
〉　
平
成
20
年

１
月
１
日
に
現
存
し
て
い
た
住
宅

で
、
現
行
の
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
す

る
省
エ
ネ
改
修
を
行
っ
た
場
合
、
改

修
家
屋
１
戸
当
た
り
１
２
０
平
方
㍍

相
当
分
ま
で
を
限
度
と
し
て
、
翌
年

度
分
の
固
定
資
産
税
の
３
分
の
１

（
長
期
優
良
住
宅
に
該
当
す
る
場
合

は
３
分
の
２
）
が
減
額
さ
れ
ま
す

b
資
産
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
９

□
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
お
送
り

し
ま
す

　
介
護
保
険
要
支
援
・
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
方
に
、
８
月
か
ら
の

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
７
月
下
旬

ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
際
は
、
介
護
保
険

被
保
険
者
証
等
と
併
せ
て
、
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所

に
ご
提
示
く
だ
さ
い
。
７
月
以
降
に

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
た

方
、
世
帯
構
成
や
収
入
等
の
変
動
に

よ
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
自

己
負
担
の
割
合
が
変
更
に
な
っ
た
方

に
は
、
順
次
お
送
り
し
ま
す
。

b
介
護
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
６

９□
越
谷
市
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
選
定
審
査
会

a
７
月
９
日
㈭
、
午
後
１
時
30
分
か

ら　
d
市
役
所
本
庁
舎
５
階
第
３
委

員
会
室　
g
指
定
管
理
者
の
評
価
に

つ
い
て
ほ
か　
f
10
人　
e
当
日
、

午
後
１
時
20
分
ま
で
に
直
接
会
場
へ

　
b
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進

課
☎
９
６
３
＝
９
１
２
４

B消防本部救急課☎974－0107

税
の
お
知
ら
せ

　
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

越
谷
市
税
条
例
・
越
谷
市
都
市
計
画

税
条
例
を
改
正
し
ま
し
た
。
越
谷
市

都
市
計
画
税
条
例
に
つ
い
て
は
、
条

文
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

〈
未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る
税
制

上
の
措
置
〉　
婚
姻
歴
の
有
無
や
性

別
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
す
る
「
ひ
と

り
親
控
除
」
の
創
設
な
ど
、
生
計
を

一
に
す
る
子
を
有
す
る
単
身
者
な
ど

に
係
る
個
人
住
民
税
の
所
得
控
除
お

よ
び
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
見
直
し

を
行
い
、
令
和
３
年
度
（
２
０
２
１

年
度
）
分
か
ら
適
用
し
ま
す

〈
低
未
利
用
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場

合
の
特
別
控
除
の
創
設
〉　
低
未
利

用
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
に
個
人

住
民
税
の
長
期
譲
渡
所
得
か
ら
１
０

０
万
円
を
特
別
控
除
す
る
課
税
の
特

例
を
創
設
し
、
３
年
度
分
か
ら
適
用

し
ま
す

〈
寄
附
金
税
額
控
除
の
適
用
に
係
る

特
例
の
創
設
〉　
イ
ベ
ン
ト
を
中
止

等
し
た
主
催
者
に
対
す
る
チ
ケ
ッ
ト

代
金
等
の
払
戻
請
求
権
を
放
棄
し
た

場
合
に
個
人
住
民
税
の
寄
附
金
税
額

控
除
を
適
用
す
る
特
例
を
創
設
し
、

３
年
度
分
か
ら
適
用
し
ま
す

〈
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
臨
時

的
軽
減
措
置
の
延
長
〉　
軽
自
動
車

税
環
境
性
能
割
の
税
率
を
１
％
分
軽

減
す
る
臨
時
的
軽
減
措
置
の
適
用
期

限
を
３
年
３
月
31
日
ま
で
６
カ
月
間

延
長
し
ま
す

〈
市
た
ば
こ
税
の
課
税
方
式
の
見
直

し
な
ど
〉　
▽
軽
量
な
葉
巻
た
ば
こ

に
係
る
市
た
ば
こ
税
の
課
税
方
式
に

つ
い
て
、
重
量
比
例
課
税
方
式
か
ら

本
数
課
税
方
式
へ
段
階
的
に
移
行
す

る
見
直
し
を
行
い
ま
す　
▽
登
記
上

の
名
義
人
が
死
亡
し
た
物
件
の
課
税

上
の
対
応
と
し
て
、
固
定
資
産
税
に

お
け
る
「
現
所
有
者
に
よ
る
申
告
制

度
」
を
創
設
し
ま
す　
▽
生
産
性
向

上
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
「
先
端
設

備
等
導
入
計
画
」
の
認
定
を
受
け
た

中
小
事
業
者
が
新
た
に
取
得
す
る
事

業
用
家
屋
及
び
構
築
物
に
係
る
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
を
３
年
間
に
限

り
ゼ
ロ
と
し
ま
す

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４

４
・
９
１
４
５
、
資
産
税
課
☎
９
６

３
＝
９
１
４
７
、
産
業
支
援
課
（
先

端
設
備
等
導
入
計
画
に
つ
い
て
）
☎

９
６
７
＝
４
６
８
０

傍 

聴

介
護
保
険

の
お
知
ら
せ

越
谷
市
税
条
例
・
越
谷

市
都
市
計
画
税
条
例
を

改
正
し
ま
し
た

①反応をみる

心肺蘇生法の新たな注意点
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、心肺停止傷
病者への対応が見直されました。心肺蘇生法を実施す
るときは以下の点に注意してください。

③心肺蘇生実施後
　救急隊員に引き継いだあとは、速やかにせっけんと流水で
手と顔を十分に洗ってください。傷病者の口元にかぶせたハ
ンカチやタオルは直接触れないようにして廃棄してください。

【応急手当講習会のご案内】
消防署では、定期的にＡＥＤを含む応急手当講習会を実施しています。
７月実施分については、10面をご覧ください。

②心肺蘇生を行う
＊ＡＥＤの使用についてはこれまでどおり変更ありません
＊胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルなどがあれば傷病者の鼻と口
にかぶせます

【大人の場合】
　人工呼吸を行わずに胸骨圧迫
のみ行ってください。

【子どもの場合】
　呼吸の障害で心肺停止となること
が多いので、人工呼吸の講習を受け
ていて、それを行う意思がある家族等
は、胸骨圧迫に加え人工呼吸を行って
ください。

これまでとどう違う？知 っ て お こ う ！

　倒れている人の反応や呼
吸を観察します。この時、顔を
近づけ過ぎないようにしてく
ださい。


